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議案第５４号に対する修正案について 

 

 「議案第５４号 飯塚市長の資産等の公開に関する条例の一部を 

改正する条例」の審査において、別紙のとおり修正案が提出され、採決

の結果、賛成多数により修正案及び修正部分を除く原案を可決しました

ので報告します。 



平成２９年６月２２日 

 

総務委員長 

坂 平 末 雄 様 

 

               発議者 勝 田  靖   

 

 

「議案第５４号 飯塚市長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条

例」に対する修正動議 

 

 

 上記の動議を、会議規則第９６条の規定により別紙の修正案を添えて提出い

たします。 

 



修正案 

 

議案第54号「飯塚市長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例」の一

部を次のように修正する。 

 題名の改正規定を次のように改める。 

  題名中「飯塚市長」を「飯塚市長等及び飯塚市議会議員」に改める。 

第1条から第6条までの改正規定を次のように改める。 

第1条中「基づき、」を「基づく」に改め、「必要な事項」の次に「並びに副市

長、教育長及び企業管理者(以下「副市長等」という。)並びに飯塚市議会議員(以

下「議員」という。)の市長に準じた資産等の公開に関し必要な事項」を加える。 

 第6条中「市長」を「市長、副市長等及び議員」に、「規則で」を「市長及び議

会が別に」に改め、同条を第12条とする。 

  第5条第1項中「前3条」を「第2条から前条まで」に、「作成された」を「作成

され、又は提出された」に、「市長」を「市長又は議長」に、「作成すべき」を

「作成し、又は提出すべき」に改め、同条第2項中「市長」を「市長又は議長」

に改め、同条を第11条とする。 

第4条の見出し中「関連会社等報告書」の前に「市長の」を加え、同条中「この

条」の次に「から第10条まで」を加え、同条を第8条とし、同条の次に次の2条を

加える。 

(副市長等の関連会社等報告書の提出) 

第9条 副市長等は、毎年、4月1日において報酬を得て会社その他の法人の役員、

顧問その他の職に就いている場合には、当該会社その他の法人の名称及び住所

並びに当該職名を記載した関連会社等報告書を、5月1日から同月31日までの間

(当該期間内に任期満了により副市長等でない期間がある者で当該任期満了に

よる選任により再び副市長等となったものにあっては、同月1日から再び副市長

等となった日から起算して30日を経過する日までの間)に、市長に提出しなけれ

ばならない。 

(議員の関連会社等報告書の提出) 

第10条 議員は、毎年、4月1日において報酬を得て会社その他の法人の役員、顧

問その他の職に就いている場合には、当該会社その他の法人の名称及び住所並

びに当該職名を記載した関連会社等報告書を、5月1日から同月31日までの間(当

該期間内に任期満了又は議会の解散による任期終了により議員でない期間があ

る者で当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議員となったものに



あっては、同月1日から再び議員となった日から起算して30日を経過する日まで

の間)に、議長に提出しなければならない。 

第3条の見出し中「所得等報告書」の前に「市長の」を加え、同条を第5条とし、

同条の次に次の2条を加える。 

  (副市長等の所得等報告書の提出) 

第6条 副市長等(前年1年間を通じて副市長等であった者(任期満了により副市長

等でない期間がある者で当該任期満了による選任により再び副市長等となっ

たものにあっては、当該副市長等でない期間を除き前年1年間を通じて副市長

等であった者)に限る。)は、前条各号に掲げる金額及び課税価格を記載した所

得等報告書を、毎年、5月1日から同月31日までの間(当該期間内に任期満了に

より副市長等でない期間がある者で当該任期満了による選任により再び副市

長等となったものにあっては、同月1日から再び副市長等となった日から起算

して30日を経過する日までの間)に、市長に提出しなければならない。 

(議員の所得等報告書の提出) 

第7条 議員(前年1年間を通じて議員であった者(任期満了又は議会の解散によ

る任期終了により議員でない期間がある者で当該任期満了又は議会の解散に

よる選挙により再び議員となったものにあっては、当該議員でない期間を除き

前年1年間を通じて議員であった者)に限る。)は、第5条各号に掲げる金額及び

課税価格を記載した所得等報告書を、毎年、5月1日から同月31日までの間(当

該期間内に任期満了又は議会の解散による任期終了により議員でない期間が

ある者で当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議員となったも

のにあっては、同月1日から再び議員となった日から起算して30日を経過する

日までの間)に、議長に提出しなければならない。 

第2条の見出し中「資産等報告書等」の前に「市長の」を加え、同条の次に次の

2条を加える。 

  (副市長等の資産等報告書等の提出) 

第3条 副市長等は、その任期開始の日において有する前条第1項各号に掲げる資

産等について、当該資産等の区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した資産

等報告書を、同日から起算して100日を経過する日までに、市長に提出しなけれ

ばならない。 

2 副市長等は、その任期開始の日後毎年新たに有することとなった前条第1項各

号に掲げる資産等であって12月31日において有するものについて、当該資産等

の区分に応じ同項各号に掲げる事項を記載した資産等補充報告書を、その翌年



の5月1日から同月31日までの間に、市長に提出しなければならない。 

(議員の資産等報告書等の提出) 

第4条 議員は、その任期開始の日(再選挙、補欠選挙又は増員選挙により議員

となった者にあってはその選挙の期日とし、更正決定又は繰上補充により当

選人と定められた議員にあってはその当選の効力発生の日とする。次項にお

いて同じ。)において有する第2条第1項各号に掲げる資産等について、当該資

産等の区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した資産等報告書を、同日か

ら起算して100日を経過する日までに、市議会議長(以下「議長」という。)に

提出しなければならない。 

2 議員は、その任期開始の日後毎年新たに有することとなった第2条第1項各号

に掲げる資産等であって12月31日において有するものについて、当該資産等

の区分に応じ同項各号に掲げる事項を記載した資産等補充報告書を、その翌

年の5月1日から同月31日までの間に、議長に提出しなければならない。 

附則第3項中「第8条」を「第11条」に改め、同項の次に次の2項を加える。 

(議員の資産等報告書等の提出等の特例) 

4 この条例の施行の日において議員である者は、同日において有する第2条第1

項各号に掲げる資産等について、当該資産等の区分に応じ同各号に掲げる事

項を記載した資産等報告書を、同日から起算して60日を経過する日までに提

出しなければならない。 

5 前項の規定により提出された資産等報告書については、第11条の規定を準用

する。 



資料 

議案第54号修正案対照表 

修正案 議案第54号 

飯塚市長等及び飯塚市議会議員の資産等の公開に関する条例 飯塚市長等の資産等の公開に関する条例 

(趣旨) (趣旨) 

第1条 この条例は、政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する

法律(平成4年法律第100号)第7条の規定に基づく飯塚市長(以下「市長」という。)

の資産等の公開に関し必要な事項並びに副市長、教育長及び企業管理者(以下「副

市長等」という。)並びに飯塚市議会議員(以下「議員」という。)の市長に準じ

た資産等の公開に関し必要な事項を定めるものとする。 

第1条 この条例は、政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する

法律(平成4年法律第100号)第7条の規定に基づく飯塚市長(以下「市長」という。)

の資産等の公開に関し必要な事項並びに副市長、教育長及び企業管理者(以下「副

市長等」という。)の市長に準じた資産等の公開に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

(市長の資産等報告書等の作成) (市長の資産等報告書等の作成) 

第2条 (略) 第2条 (略) 

(副市長等の資産等報告書等の提出) (副市長等の資産等報告書等の提出) 

第3条 副市長等は、その任期開始の日において有する前条第1項各号に掲げる資産

等について、当該資産等の区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した資産等報

告書を、同日から起算して100日を経過する日までに、市長に提出しなければな

らない。 

第3条 副市長等は、その任期開始の日において有する前条第1項各号に掲げる資産

等について、当該資産等の区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した資産等報

告書を、同日から起算して100日を経過する日までに、市長に提出しなければな

らない。 

2 副市長等は、その任期開始の日後毎年新たに有することとなった前条第1項各

号に掲げる資産等であって12月31日において有するものについて、当該資産等の

区分に応じ同項各号に掲げる事項を記載した資産等補充報告書を、その翌年の5

月1日から同月31日までの間に、市長に提出しなければならない。 

2 副市長等は、その任期開始の日後毎年新たに有することとなった前条第1項各

号に掲げる資産等であって12月31日において有するものについて、当該資産等の

区分に応じ同項各号に掲げる事項を記載した資産等補充報告書を、その翌年の5

月1日から同月31日までの間に、市長に提出しなければならない。 

(議員の資産等報告書等の提出)  

第4条 議員は、その任期開始の日(再選挙、補欠選挙又は増員選挙により議員とな

った者にあってはその選挙の期日とし、更正決定又は繰上補充により当選人と定

められた議員にあってはその当選の効力発生の日とする。次項において同じ。)

において有する第2条第1項各号に掲げる資産等について、当該資産等の区分に応

じ当該各号に掲げる事項を記載した資産等報告書を、同日から起算して100日を

経過する日までに、市議会議長(以下「議長」という。)に提出しなければならな

い。 

 

2 議員は、その任期開始の日後毎年新たに有することとなった第2条第1項各号に

掲げる資産等であって12月31日において有するものについて、当該資産等の区分

に応じ同項各号に掲げる事項を記載した資産等補充報告書を、その翌年の5月1

日から同月31日までの間に、議長に提出しなければならない。 

 

(市長の所得等報告書の作成) (市長の所得等報告書の作成) 

第5条 (略)  第4条 (略)  



(副市長等の所得等報告書の提出) (副市長等の所得等報告書の提出) 

第6条 副市長等(前年1年間を通じて副市長等であった者(任期満了により副市長

等でない期間がある者で当該任期満了による選任により再び副市長等となった

ものにあっては、当該副市長等でない期間を除き前年1年間を通じて副市長等で

あった者)に限る。)は、前条各号に掲げる金額及び課税価格を記載した所得等報

告書を、毎年、5月1日から同月31日までの間(当該期間内に任期満了により副市

長等でない期間がある者で当該任期満了による選任により再び副市長等となっ

たものにあっては、同月1日から再び副市長等となった日から起算して30日を経

過する日までの間)に、市長に提出しなければならない。 

第5条 副市長等(前年1年間を通じて副市長等であった者(任期満了により副市長

等でない期間がある者で当該任期満了による選任により再び副市長等となった

ものにあっては、当該副市長等でない期間を除き前年1年間を通じて副市長等で

あった者)に限る。)は、前条各号に掲げる金額及び課税価格を記載した所得等報

告書を、毎年、5月1日から同月31日までの間(当該期間内に任期満了により副市

長等でない期間がある者で当該任期満了による選任により再び副市長等となっ

たものにあっては、同月1日から再び副市長等となった日から起算して30日を経

過する日までの間)に、市長に提出しなければならない。 

(議員の所得等報告書の提出)  

第7条 議員(前年1年間を通じて議員であった者(任期満了又は議会の解散による

任期終了により議員でない期間がある者で当該任期満了又は議会の解散による

選挙により再び議員となったものにあっては、当該議員でない期間を除き前年1

年間を通じて議員であった者)に限る。)は、第5条各号に掲げる金額及び課税価

格を記載した所得等報告書を、毎年、5月1日から同月31日までの間(当該期間内

に任期満了又は議会の解散による任期終了により議員でない期間がある者で当

該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議員となったものにあっては、

同月1日から再び議員となった日から起算して30日を経過する日までの間)に、議

長に提出しなければならない。 

 

(市長の関連会社等報告書の作成) (市長の関連会社等報告書の作成) 

第8条 市長は、毎年、4月1日において報酬を得て会社その他の法人(法人でない社

団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。以下この条から第10条

までにおいて同じ。)の役員、顧問その他の職に就いている場合には、当該会社

その他の法人の名称及び住所並びに当該職名を記載した関連会社等報告書を、5

月1日から同月31日までの間(当該期間内に任期満了により市長でない期間があ

る者で当該任期満了による選挙により再び市長となったものにあっては、同月1

日から再び市長となった日から起算して30日を経過する日までの間)に、作成し

なければならない。 

第6条 市長は、毎年、4月1日において報酬を得て会社その他の法人(法人でない社

団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。以下この条及び次条に

おいて同じ。)の役員、顧問その他の職に就いている場合には、当該会社その他

の法人の名称及び住所並びに当該職名を記載した関連会社等報告書を、5月1日か

ら同月31日までの間(当該期間内に任期満了により市長でない期間がある者で当

該任期満了による選挙により再び市長となったものにあっては、同月1日から再

び市長となった日から起算して30日を経過する日までの間)に、作成しなければ

ならない。 

(副市長等の関連会社等報告書の提出) (副市長等の関連会社等報告書の提出) 

第9条 副市長等は、毎年、4月1日において報酬を得て会社その他の法人の役員、

顧問その他の職に就いている場合には、当該会社その他の法人の名称及び住所並

びに当該職名を記載した関連会社等報告書を、5月1日から同月31日までの間(当

該期間内に任期満了により副市長等でない期間がある者で当該任期満了による

選任により再び副市長等となったものにあっては、同月1日から再び副市長等と

なった日から起算して30日を経過する日までの間)に、市長に提出しなければな

らない。 

第7条 副市長等は、毎年、4月1日において報酬を得て会社その他の法人の役員、

顧問その他の職に就いている場合には、当該会社その他の法人の名称及び住所並

びに当該職名を記載した関連会社等報告書を、5月1日から同月31日までの間(当

該期間内に任期満了により副市長等でない期間がある者で当該任期満了による

選任により再び副市長等となったものにあっては、同月1日から再び副市長等と

なった日から起算して30日を経過する日までの間)に、市長に提出しなければな

らない。 



(議員の関連会社等報告書の提出)  

第10条 議員は、毎年、4月1日において報酬を得て会社その他の法人の役員、顧問

その他の職に就いている場合には、当該会社その他の法人の名称及び住所並びに

当該職名を記載した関連会社等報告書を、5月1日から同月31日までの間(当該期

間内に任期満了又は議会の解散による任期終了により議員でない期間がある者

で当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議員となったものにあっ

ては、同月1日から再び議員となった日から起算して30日を経過する日までの間)

に、議長に提出しなければならない。 

 

(資産等報告書等の保存及び閲覧) (資産等報告書等の保存及び閲覧) 

第11条 第2条から前条までの規定により作成され、又は提出された資産等報告書

及び資産等補充報告書、所得等報告書並びに関連会社等報告書は、市長又は議長

において、これらを作成し、又は提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年

を経過する日まで保存しなければならない。 

第8条 第2条から前条までの規定により作成され、又は提出された資産等報告書及

び資産等補充報告書、所得等報告書並びに関連会社等報告書は、市長において、

これらを作成し、又は提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する

日まで保存しなければならない。 

2 何人も、市長又は議長に対し、前項の規定により保存されている資産等報告書

及び資産等補充報告書、所得等報告書並びに関連会社等報告書の閲覧を請求する

ことができる。 

2 何人も、市長に対し、前項の規定により保存されている資産等報告書及び資産

等補充報告書、所得等報告書並びに関連会社等報告書の閲覧を請求することがで

きる。 

(委任) (委任) 

第12条 この条例に規定するもののほか、市長、副市長等及び議員の資産等の公開

に関し必要な事項は、市長及び議会が別に定める。 

第9条 この条例に規定するもののほか、市長及び副市長等の資産等の公開に関し

必要な事項は、規則で定める。 

附 則 附 則 

(施行期日) (施行期日) 

1 この条例は、公布の日から施行する。 1 この条例は、公布の日から施行する。 

(副市長等の資産等報告書等の提出等の特例) (副市長等の資産等報告書等の提出等の特例) 

2 この条例の施行の日において副市長等である者は、同日において有する第2条第

1項各号に掲げる資産等について、当該資産等の区分に応じ同各号に掲げる事項

を記載した資産等報告書を、同日から起算して60日を経過する日までに提出しな

ければならない。 

2 この条例の施行の日において副市長等である者は、同日において有する第2条第

1項各号に掲げる資産等について、当該資産等の区分に応じ同各号に掲げる事項

を記載した資産等報告書を、同日から起算して60日を経過する日までに提出しな

ければならない。 

3 前項の規定により提出された資産等報告書については、第11条の規定を準用す

る。 

3 前項の規定により提出された資産等報告書については、第8条の規定を準用す

る。 

(議員の資産等報告書等の提出等の特例)  

4 この条例の施行の日において議員である者は、同日において有する第2条第1項

各号に掲げる資産等について、当該資産等の区分に応じ同各号に掲げる事項を記

載した資産等報告書を、同日から起算して60日を経過する日までに提出しなけれ

ばならない。 

 

5 前項の規定により提出された資産等報告書については、第11条の規定を準用す

る。 

 


